
国際ロータリー第 2550 地区

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報
会 長：稲垣政一 幹 事：井出法
事務局 那須エステート(株)

代表取締役 井出法
〒325−0061 那須塩原市末広町53
TEL:0287-64-0001・FAX:0287-64-1388
E-mail:osamu.ide@nasuestate.jp

例 会：国民の祝日を含まない週の水曜日
12:30 – 13:30

割烹石山 那須塩原市本町 5-5

国際ロータリー会長：ゴードンR.マッキナリ－
第 2550 地区ガバナー：三井福次郎
事務所：〒321-0945 宇都宮市宿郷5-21-15

ベルヴィ宇都宮内
TEL：028-651-2550
FAX：028-651-2551
Email:m2550@agate.plala.or.jp

第3027回 稲垣年度第27回例会会報 2024-4-3 司会 金澤弘子会員

欠席の場合は前々日 正午 までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子）
メール qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp

出席報告 髙木茂委員 （出席規定の免除会員数8名）

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率

本日 4月3日 35 (8) 26 (3) 9 (5) 86.7％ ― ―

前回 3月27日 35（8) 29（4) 6（4) 93.5％ 0 93.5％
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会長挨拶  稲垣政一会長

いよいよ新年度、新学期が始まりました。新年
度のスタートに伴い、皆さんもご存知の通り、大
きな制度変更や私たちに身近な変更がいくつか
ありますので、紹介いたします。
まず、労働基準法の改正により、時間外労働

の上限規制が拡大されました。これまで特定の
事業や業務では時間外労働の上限規制に一定
の猶予がありましたが、この改正によりその猶予
が廃止されます。具体的には、建設業、自動車
運転業、医師などの職種において、これまで設
けられていた時間外労働の上限規制の猶予措
置がなくなります。この結果、これらの業種にお
ける労働者も、他の業種の労働者と同様に、時
間外労働の上限規制の対象となります。この改
正により、これまで時間外労働の上限規制の対
象外であった多くの労働者が、規制の対象とな
り、労働時間の適正管理が求められるようになり
ます。これは、過度な長時間労働を防ぎ、労働
者の健康や生活の質を守ることを目的としてい
ます。
税制関係では、交際費の損金不算入制度の

除外措置が拡大されます。従来は、一人当たり

5,000円以下の飲食費のみ経費として計上でき
ましたが、これが4月からは1万円以下に引き上
げられます。これは、近年の人件費や物価の上
昇を考慮したものです。
不動産関係では、相続登記が義務化されまし

た。2024年4月1日より、相続によって不動産を
取得した者は、相続を知った日から3年以内に
相続登記を申請しなければなりません。これは、
所有者不明土地の増加を抑制し、不動産取引
の安全性を確保することを目的としたものです。
ライドシェアについては、2024年4月に条件付

きで解禁されることが決定しました。タクシー事
業者による自家用車・ドライバーの活用、地域限
定(過疎地域、観光地等)、時間限定(タクシー不
足時間帯等 )、ドライバーは2種免許取得必須、
利用者保護のための安全対策が条件とされて
います。
再エネ賦課金については、2024年度の再エネ

賦課金が1kWhあたり3.49円に値上げされます。
2023年度の1.40円から大幅に値上げとなります。
再エネ賦課金は、再エネ発電の普及を促進する
ために必要な費用ですが、電気料金の値上げ
につながるため、負担軽減が課題となっていま
す。
最後に、森林環境税についてです。令和6年4

月から、国内に住所を有する個人に対して年額
1,000円が課税されます。徴収方法は、個人住
民税均等割に上乗せして徴収され、使途は森
林の整備及びその促進に関する施策に充てら
れます。森林環境税は、森林の持続的な保全と
管理を推進するために導入されました。
そのほかにも多数の変更がありますが、これら

の変更は、私たちの生活や働き方に大きな影響
を与える可能性があります。新年度を迎え、これ
らの制度変更を理解し、適切に対応していくこと
が重要でしょう。

mailto:m2550@agate.plala.or.jp
mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp


委員会報告 安藤譲治

副会長兼クラブ奉仕委員長

親睦委員会 和気勝利委員
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幹事報告 井出法幹事

・2003-2004年度ガバナー「佐野正行」様が
3/31ご逝去されたとの訃報が届きました。

・「2024年4月 環境月間リソースのご案内」、
「財団室NEWS4月号」、「ガバナー月信4月
号」がそれぞれ届いています。

○ 誕生祝い
稲垣政一会員 鳥居輝一会員
檜山達郎会員 藤﨑善隆会員

稲垣政一会員

鳥居輝一会員

檜山達郎会員

藤﨑善隆会員

○ 結婚祝い
渡辺裕雄会員 鈴木久雄会員
黒澤洋一会員(欠席)

ニコニコボックス 金澤弘子委員

稲垣政一会員 若林竜一様、月江正太郎様、
ようこそ黒磯ロータリーク
ラブへ。

鳥居輝一会員 誕生祝ありがとうございま
す。

檜山達郎会員 4月10日で満90歳になりま
す。今後ともよろしく御指
導下さい。ありがとうござ
います。

渡辺裕雄会員 結婚祝ありがとうございま
す。

鈴木久雄会員 結婚祝ありがとうございま
す。
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吉光寺政雄会員 若林さん、月江さんを歓迎
して。

藤﨑善隆会員 月江様、若林様、ようこそ黒磯
ロータリークラブへ。

担当委員会 親睦委員会

○ 鈴木久雄親睦委員長

○ 挨拶 稲垣政一会長

例会に引き続き、観桜会にご参加いただきあり
がとうございます。また、多数の奥様方やお客様、
並びにパシフィック・ブラスの皆様にも参加いた
だき、ありがとうございました。本日は、親睦委員
長及び委員の皆様、そして割烹石山様のご尽
力により、このような豪華な席を設けていただき、
心より感謝申し上げます。そして、先ほど演奏い
ただきました米国空軍太平洋音楽隊による金管
五重奏の重厚なサウンドに大いに感動いたしま
した。ありがとうございました。
さて、日本の花見は、春に桜の花が咲く時期

に行われる伝統的な風習です。その歴史は古く、
平安時代にはすでに貴族の間で桜を愛でる文
化が存在していました。当初は梅の花を楽しむ
風習が主流でしたが、次第に桜がその地位を引
き継ぎ、花見の主役となりました。現在では、春
になると全国各地で桜の美しさを楽しむ人々で
賑わいます。
他国においても、日本の桜の美しさは広く知ら

れており、世界各地に桜が植えられ、花見が楽
しまれています。特にアメリカのワシントンD.C、
韓国のソウル、中国の上海などでは、大規模な
桜祭りが開催され、多くの人々が訪れます。
時代によって花見の際に楽しまれる食材や飲

み物も変化してきました。平安時代は、貴族の
間で行われる詩歌や音楽を楽しむ行事であり、
食べ物は菓子や果物が供される程度でした。江
戸時代になると、庶民の間でも花見が広まり、お
にぎりや漬物、焼き魚などの手軽な食事が人気
となりました。近代に入ると、お酒やビール、弁
当、そして唐揚げやお好み焼きといった食べ物
が花見の定番となりました。
このように、日本の花見は時代と共にその形態

を変化させながらも、春の訪れを祝う大切な文
化として受け継がれてきました。現在では、家族
や友人、職場の同僚と一緒に桜の下で食事を
楽しみ、春の訪れを祝う機会となっています。こ
れからも私たちは、この美しい伝統を大切にし、
未来に残していくべきだと思います。
それでは、本日の観桜会が皆様にとって楽し

いひとときとなりますよう、心から願っております。
どうぞごゆっくりとお楽しみください。

出席報告 髙木茂委員

観 桜 会

○ 司会 和気勝利委員



○ 乾杯 安藤譲二副会長

○ 米軍空軍金管五重奏の皆様による演奏
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○ 中締め 藤﨑善隆副会長

○ 出席された皆様



近隣クラブ例会日 近隣クラブ例会日

〇火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 ○木曜日  大田原/ホテル花月 0287-54-1105

○木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165 ○金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105

会報委員会：瀧田雅仁・吉光寺政雄・秋間忍・永山三芳

次回例会 令和6年4月10日 担当 会員選考/職業分類委員会

4月3日欠席者（敬称略）

荒井昌一 泉道夫 瀬尾紀夫 片田航介

黒澤洋一 永山三芳 田中徹 戸野俊介

村山茂

前回3月27日分メークアップ(敬称略)

該当者なし
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